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10/20

国税庁は、相続等に係る生
命保険契約等に基づく年金
に係る雑所得の金額の計算
書（様式）の制定について
（法令解釈通達）を公表し
た。生保年金還付につい
て、平成17年分〜 21年
分の更正の請求等をする際
の雑所得計算書である。

生保年金の雑所得計算

10/20

国税庁は、「所得税基本通
達の制定について」の一部
改正等について（法令解釈
通達）を公表。最高裁判決
（平成22年7月6日付）
等を受けて、相続等に係る
生命保険契約等に基づく年
金の雑所得の金額の計算を
大幅に変更している。

生保年金で所基通改正

10/15

国税庁は、租税特別措置法
による特別償却の償却限度
額の計算に関する付表の様
式について（法令解釈通達）
（平成22年10月6日）を
公表した。平成22年度税
制改正により特別償却制度
の適用対象資産の見直し等
が行われたことによるもの。

特別償却の付表様式

10/18

国税庁は、「平成22年分
の基準年利率について」の
一部改正について（法令解
釈通達）を公表した。平成
22年7月・8月・9月の
基準年利率が示され、中期
（0.5％⇒0.25％）、長期
の9月分（1.5％⇒1.0％）
が変更されている。

基準年利率に変動

10/20

国税庁は、「相続等に係る
生命保険契約等に基づく年
金の税務上の取扱いが変更
になりました」を公表。取
扱い変更、還付の詳細が明
らかに。また、保険年金等
還付の税務相談（自動音声
案内電話）には、専用番号
「0番」が設けられた。

生保年金の還付詳細

10/19

内閣府は、10月15日に各
省庁が提出した追加要望等
を反映した平成23年度税
制改正要望を取りまとめ公
表。追加事項は、雇用促進税
制の創設、生命保険契約等
に基づく年金の源泉徴収簡
素化、タックスヘイブン税
制の円滑な執行措置など。

23年度改正で追加要望

10/18

国税庁は、「平成22年分
の類似業種比準価額計算上
の業種目及び業種目別株価
等について」の一部改正に
ついて（法令解釈通達）
（平成22年10月4日）を
公表した。平成22年7月
分・8月分の「A（株価）」の
数値が明らかにされている。

7月・8月分の株価表
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